
16広報すおう大島 令和２年 ( 2020 年 )8 月号

お知らせ８月

令
和
２
年
度
地
域
交
流
員
企
画
展

「
戦
争
遺
跡
写
真
展
」

■
日
時

　

８
月
20
日
㈭
～
９
月
13
日
㈰

　

午
前
９
時
30
分
～
午
後
６
時

※
入
場
無
料
／
水
曜
休
館

■
場
所

　

宮
本
常
一
記
念
館

　
（
周
防
大
島
町
平
野
）

■
内
容

　

周
防
大
島
を
は
じ
め
、
佐
藤
正
治 

氏（
宮
本
常
一
記
念
館
地
域
交
流
員
）

が
訪
れ
た
戦
争
遺
跡
の
写
真
と
関
連

し
た
資
料
を
展
示
し
ま
す
。

■
留
意
事
項

　

観
覧
時
は
マ
ス
ク
の
着
用
、
消

毒
、
密
集
を
避
け
る
な
ど
、
新
型

コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対
策
に

ご
協
力
く
だ
さ
い
。

■
問
い
合
わ
せ

　

宮
本
常
一
記
念
館

☎
０
８
２
０
（
７
８
）
２
５
１
４

公
開
講
座

「
水
上
バ
イ
ク
で
人
命
救
助

（
Ｐ
Ｗ
Ｃ
レ
ス
キ
ュ
ー
）
体

験
講
座
」

■
日
時

　

９
月
６
日
㈰

　

午
前
10
時
～
午
後
３
時

■
場
所

　

大
島
商
船
高
等
専
門
学
校

■
対
象
お
よ
び
人
数

　

中
学
生
以
上　

10
人
（
先
着
順
）

※ 
中
学
生
は
、
保
護
者
同
伴
で
お

願
い
し
ま
す
。

■
講
習
料

　

５
４
０
０
円
（
中
学
生
は
無
料

で
す
が
、
同
伴
者
は
講
習
料
が
必

要
で
す
。
ま
た
、
保
険
等
は
各
自

で
ご
加
入
く
だ
さ
い
）

■
内
容

　

Ｐ
Ｗ
Ｃ
レ
ス
キ
ュ
ー
と
は
、
水
上

オ
ー
ト
バ
イ
を
使
用
し
た
救
助
法
で

す
。
こ
の
講
座
で
は
、
水
上
オ
ー
ト

バ
イ
の
ス
ピ
ー
ド
と
機
動
力
を
体
験

す
る
と
と
も
に
、
最
新
の
救
助
技
術

を
学
ぶ
こ
と
で
人
命
救
助
、
防
災
意

識
の
向
上
を
目
指
し
ま
す
。

■
申
し
込
み
期
限

　

8
月
27
日
㈭
ま
で

■
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ

　

大
島
商
船
高
等
専
門
学
校

☎
０
８
２
０
（
７
４
）
５
５
２
１

　

 kikaku@
oshim

a-k.ac.jp

催　
　

し

柳井警察署だより
うそ電話詐欺被害から家族の財産を守ろう！
　県内では、高齢者だけでなく、中高年世代や若い世
代の方にも、うそ電話詐欺の被害が発生しています。
　犯人からの電話に出ることや、送られてきたメー
ル等の連絡先に電話をすることで、被害に遭ってし
まいます。
　家族で声を掛け合い、注意し合って、大切な財産
を守りましょう！

【被害に遭わないためのポイント】
○電話で、口座番号や暗証番号を聞かれたら詐欺！
○キャッシュカード等を受け取りに来るのは詐欺！
○�電話番号表示機能付きの電話機や在宅中でも留守
番電話機能を活用！
○１人で悩まず、直ぐに家族や警察に相談する！

問周防大島幹部交番　☎ 0820（72）0110
　柳井警察署　　　　☎ 0820（23）0110

　

　学校における『いじめ』や家庭内での児童虐
待など、子どもをめぐるさまざまな問題や悩み
について、電話相談を強化しています。
　どんな小さなことでも結構です。悩みを聞かせ
てください。
　

　■問い合わせ　山口地方法務局人権擁護課
　　　　　　　　☎ 083（922）2295

強化週間中の受付時間（8/28 ～ 9/3）

全国一斉「子どもの人権 110 番」
強化週間

★
催
し
や
各
種
行
事
に
つ
い
て

は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の

影
響
に
よ
っ
て
は
、
中
止
や
延

期
の
可
能
性
も
あ
り
ま
す

ﾒｰﾙ

人
権
擁
護
委
員
の
就
任

　

令
和
２
年
７
月
１
日
付
け
で
、

河
原
光
雄
さ
ん
（
大
島
）
が
法

務
大
臣
か
ら
人
権
擁
護
委
員
に

委
嘱
さ
れ
ま
し
た
。

　

人
権
擁
護
委
員
は
、
地
域
の

皆
さ
ん
が
人
権
に
つ
い
て
関
心

を
も
っ
て
も
ら
え
る
よ
う
に
啓

発
活
動
を
行
う
ほ
か
、
法
務
局

の
人
権
相
談
所
や
役
場
・
公
民

館
な
ど
公
共
施
設
に
お
い
て
、

地
域
の
皆
さ
ん
か
ら
人
権
相
談

を
受
け
る
な
ど
の
活
動
を
行
っ

て
い
ま
す
。

特
設
人
権
相
談
所　

■
日
時　

　

９
月
４
日
㈮　

　

午
前
９
時
30
分
～
正
午

■
場
所　

大
島
庁
舎

■
相
談
内
容

　

差
別
、
い
じ
め
、
嫌
が
ら
せ

等
人
権
に
関
す
る
問
題

■
相
談
員

　

人
権
擁
護
委
員

※
悪
天
候
に
よ
り
警
報
等
が
発

　

令
さ
れ
た
場
合
は
中
止
に
な

　

る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

■
問
い
合
わ
せ

　

福
祉
課

☎
０
８
２
０
（
７
７
）
５
５
０
５


